
出版不況ともいわれて久しいですね。先日、新規のお客様とお会いしました。「note」に「コンテンツ」を掲載

してそれを販売しているとのこと。理解に時間がかかりました・・・。noteのホームページを見てみますと、会員

数800万人、クリエイター15万人。トップ1,000人のクリエイターの平均年収1,160万円！ だそうです。本離

れの大きな原因はスマホの普及だと言われていますが、一方でこのような電子媒体を土台にした新しい市

場が生まれているわけですね。 

今年の秋は短くなりそうですが、読書します。おススメの本がありましたらお教えください！ 

令和6年10月21日発行 

◆ 本離れ

◆ 譲渡所得の短期と長期の期間判定

◆ 年末調整に必要な資料が届きつつあります

 譲渡所得とは資産の譲渡による所得であり、短期での譲渡においては39.63％（所得税30％復興特別所得税

2.1％住民税9％）、長期での譲渡では20.315％（所得税15％復興特別所得税2.1％住民税5％）と適用される税率が

大きく異なり、期間の判定が重要な意味を持ちます。 ※株式等に係る譲渡所得は所有期間は税率に影響はございません。 

 土地（借地権を含む）、建物、構築物等の不動産の譲渡に関しては、 

取得日から譲渡年の１月１日における所有期間（図の①）が５年以下か超

えるものかで判断するので特に注意が必要です。 

 その他の資産（例：金地金、宝石、骨とう、車両等）の譲渡に関しては、

取得日から譲渡日までの保有期間（図の②）で判断します。 

 今年に何か譲渡を行った方は、想定外の納税とならないよ

うにお早めにお問合せいただければと思います。 

保険料控除を受けるために必要なハガキが先日ポストに投函されていました。このハガキを見るたびに「今年も年末調

整の時期が来たな」と実感します。 

皆さんは「年末調整」が何をする業務なのかご存知でしょうか？ 

 毎月給料収入がある方の場合、所得税が天引きされます。この天引きされた所得税は概算で算出されているだけですので、

12か月分合計が年間に納めるべき所得税というわけではありません。この概算で算出された所得税を正しい所得税に修正する

作業が「年末調整」です。 

年末調整では、文字が大量に印字された見慣れない書類への書き込み、なくしやすいハガキの保管など

普段行わない業務が増え大変かと思いますが、無駄な税金を納めることとならないようご対応ください。 

国税庁が年末調整を受ける従業員向けのサイトも開設しています。覗いてみるのもいいかもしれません。 
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文化庁が9月17日に公表した2023年度の「国語に関する世論調査」で、１か月に本（漫画・雑誌を除き電子書

籍を含む）を１冊も「読まない」人が、5年前調査から大きく増え、初めて６割を超えたそうです。皆さんは本、読ん

でますか？ 

私は平均月2冊程度読んでます。ビジネス本より小説が多いです。東野圭吾さん・今野敏さん・黒川博行さん等

お気に入りの作家さんについては新作を見つけたら即買ってます。先日、Amazonでkindle版を間違って買ってしま

い、ミスったな～と思っていたんですが、荷物が減ってよいですね。それでも、やっぱり紙の本が好きですが・・ 

祝！！ ホークス  
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会計データを入力の際、手間なものの一つに 

消費税区分があるかと思います。 

そんな時は「科目設定」より 

「税区分」の設定をされてみてはいかがでしょうか。 

「補助科目」に合わせて「税区分」を設定するだけです。 

 

入力時の選択忘れもなくなり、データも自然と整理されるので、 

見直しや確認作業も楽になります。 

地代家賃など毎月支払いが発生すると思いますので、 

支払先別に「補助科目」「税区分」の設定をされることをおすす

めします。 

 

 

軽減税率の8％やインボイス制度での適格等 

どんどん複雑になってきてますが、 

「税率」や「請求書区分」の設定もできますので、 

よくでてくる支払先だけでも登録されてみてははいかがでしょうか 

◆ 弥生会計の消費税区分 

◆ 今年11月より 「フリーランス保護法」 が施行されます。 

◆ スタッフより 

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 

通称「フリーランス保護法」が、今年11月1日より施行されます。 
 

対象者・義務の内容は右記の通りですが、 

発注側の状況 や 業務委託期間 によって 

実際に義務が課される範囲は異なるようです。 
 

 ※例えば、発注側が従業員を使用していない（つまりフリーランス）の場合 

   課される義務項目は ① のみとのこと。 
 

マッチングサイトの普及等により、フリーランスの方へ 

お仕事を依頼する機会も随分増えてきたかと思います。 

いま一度ご確認頂ければと思います。 
 

                      【参考】 公正取引委員会  フリーランス法特設サイト 

                              https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/ 

 アドバイザーグループの稲葉です。 

 次男が9月にアデノイドと扁桃腺の切除術を行いました。3歳

の子供にとって一週間の入院という不安と術後の痛みは相当

あっただろうと思います。 

 ただ、術後はいびきや口呼吸が改善して以前に比べて活発

になり、滑舌も良くなって話すことに自信が

ついたようでおしゃべりが増えました。 

 おしゃべりさんが増えたことで一層家が

騒々しくなりましたが、本当に元気になって

くれて良かったです。 

小鐵 

白川 

稲葉 

◆ 税務スケジュール(11月) 

11月11日(月) 
 

・10月分 源泉所得税・住民税特別徴収分の納付 

  
 確定申告・年末調整のご準備をお願いいたします。 

 保険の控除証明書等が届き始めています。 

 弊社より確定申告資料袋が届きましたら、 

 そちらへ資料を入れてください。 

12月2日(月) 
 

・10月分 社会保険料の納付 

・9月決算法人 法人税・消費税の確定申告と納税 

・3月決算法人 法人税・消費税の予定申告と納税 

・12月3月6月決算法人 3ヶ月ごとの消費税の中間申告 

・個人事業税の納付 第2期分 

・所得税の予定納税 第2期分(振替納税) 

◆ クイズ 
インボイス制度がスタートして1年が経ちました。 

制度について、ご不明な点はございませんでしょうか。 

今月は公共交通機関特例からクイズです。 

 

◆次のうち、インボイスの保存が必要な取引はどれでしょう。 

 ①3万円未満の電車料金 

 ②特急列車に乗車するために支払った特急料金 

 ③駅構内に入場するために支払った入場料 

 

 
答えは、③です。 

公共交通機関特例とは、3万円未満の公共交通機関を利用した場合にイン

ボイスが不要となる制度です。特急料金は、旅客の運送に附帯する対価とし

て、特例の対象となります。入場料は特例の対象外です。 

小鐵 

【対象者】 

  受託側：従業員を使用しないフリーランス 

  発注側：フリーランスに業務委託をする事業者 

  

【義務の内容】 
  ①書面などによる取引条件の明示 

  ②報酬支払期日の設定・期日内の支払 

  ③7つの禁止行為 ・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 

          ・買いたたき ・購入／利用強制 

            ・不当な経済上の利益の提供要請 

            ・不当な給付内容の変更／やり直し 

  ④募集情報の的確表示 

  ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 

  ⑥ハラスメント対策に関する体制整備 

  ⑦中途解除等の事前予告・理由開示 

大熊 
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